
第６３号議案 

 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年(２０１９年)８月２８日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一

 



成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 町田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３３年２月町田市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条第１項中「、法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定によ

り失職し」を削り、同条第２項中「、失職し」を削る。 

  第１８条第１項中「、法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定によ

り失職し」を削り、同条第２項中「失職し、又は死亡した日現在」を「又は死亡し

た日現在。以下この項において同じ。」に改め、「（同項後段に規定する者にあって

は、退職し、失職し、又は死亡した日現在）」を削り、「同項に」を「前項に」に改

める。 

  第１８条の２第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を

削る。 

（町田市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第２条 町田市職員退職手当支給条例（昭和３３年２月町田市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

  第１５条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を

削る。 

（町田市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第３条 町田市職員の分限に関する条例（昭和３３年１０月町田市条例第４４号）の

一部を次のように改正する。 

  第５条の２第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

（町田市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 町田市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２０年１

０月町田市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 
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 第６条第２項第１号中「。第２０条第２項において同じ」を削る。 

 第１５条中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８条第

４項の規定により失職し」を削る。 

 （地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の一部改正） 

第５条 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例（令和元年７月町田市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち、町田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５７年

６月町田市条例第１３号）本則に２条を加える改正規定のうち第５条第１項に係る

部分中「、法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定により失職し」を

削り、同条第２項に係る部分中「、失職し」を削る。 

附 則 

 この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。ただし、第４条中町田市病院事

業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第６条第２項第１号の改正規定及び第

５条の規定は、公布の日から施行する。 
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＿部分は改正部分 

町田市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条による改正） 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第１７条 期末手当は、３月１日、６月１日及

び１２月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る職員に対し、それぞれ基準日から起算して

２０日を超えない範囲内において市長が定め

る日に支給する。これらの基準日前１月以内

に退職し、又は死亡した職員についても、同

様とする。 

第１７条 期末手当は、３月１日、６月１日及

び１２月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る職員に対し、それぞれ基準日から起算して

２０日を超えない範囲内において市長が定め

る日に支給する。これらの基準日前１月以内

に退職し、法第１６条第１号に該当して法第

２８条第４項の規定により失職し、又は死亡

した職員についても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）において、職員が受け

るべき給料、扶養手当及びこれらに対する地

域手当の月額の合計額に別表第６の左欄に掲

げる職員の区分に応じて、同表の右欄に定め

る割合を乗じて得た額に、基準日以前３月以

内（基準日が１２月１日であるときは、６月

以内）の期間におけるその者の在職期間の区

分に応じて、別表第７に定める割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、退職し、

失職し、又は死亡した日現在）において、職

員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに

対する地域手当の月額の合計額に別表第６の

左欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の右

欄に定める割合を乗じて得た額に、基準日以

前３月以内（基準日が１２月１日であるとき

は、６月以内）の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、別表第７に定める割合

を乗じて得た額とする。 

３～５ 略 ３～５ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１８条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条においてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、基準日以前６月以内の期間におけるその

者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から

起算して２０日を超えない範囲内において市

長が定める日に支給する。これらの基準日前

１月以内に退職し、又は死亡した職員につい

ても、同様とする。 

第１８条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条においてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、基準日以前６月以内の期間におけるその

者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から

起算して２０日を超えない範囲内において市

長が定める日に支給する。これらの基準日前

１月以内に退職し、法第１６条第１号に該当

して法第２８条第４項の規定により失職し、

又は死亡した職員についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、それぞれその基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、退職し、

又は死亡した日現在。以下この項において同

じ。）において、職員が受けるべき給料及び

これに対する地域手当の月額の合計額に任命

２ 勤勉手当の額は、それぞれその基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、退職し、

失職し、又は死亡した日現在）において、職

員が受けるべき給料及びこれに対する地域手

当の月額の合計額に任命権者が市長の定める
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＿部分は改正部分 

町田市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条による改正） 

改正後 改正前 

権者が市長の定める基準に従って定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、

職員に支給する勤勉手当の額の総額は、それ

ぞれその基準日現在において、前項に規定す

る職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれ

らに対する地域手当の月額の合計額に別表第

８の左欄に掲げる職員の区分に応じて、同表

の右欄に定める割合を乗じて得た額の総額を

超えてはならない。 

基準に従って定める割合を乗じて得た額とす

る。この場合において、職員に支給する勤勉

手当の額の総額は、それぞれその基準日現在

（同項後段に規定する者にあっては、退職し、

失職し、又は死亡した日現在）において、同

項に規定する職員が受けるべき給料、扶養手

当及びこれらに対する地域手当の月額の合計

額に別表第８の左欄に掲げる職員の区分に応

じて、同表の右欄に定める割合を乗じて得た

額の総額を超えてはならない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（期末手当及び勤勉手当の支給制限） （期末手当及び勤勉手当の支給制限） 

第１８条の２ 次の各号のいずれかに該当する

者には、当該各号の基準日（期末手当にあっ

ては第１７条第１項に規定する基準日、勤勉

手当にあっては前条第１項に規定する基準日

をいう。以下この条及び次条において同じ。）

に係る期末手当及び勤勉手当（第４号に掲げ

る者にあっては、同号の一時差止処分に係る

期末手当及び勤勉手当）は、支給しない。 

第１８条の２ 次の各号のいずれかに該当する

者には、当該各号の基準日（期末手当にあっ

ては第１７条第１項に規定する基準日、勤勉

手当にあっては前条第１項に規定する基準日

をいう。以下この条及び次条において同じ。）

に係る期末手当及び勤勉手当（第４号に掲げ

る者にあっては、同号の一時差止処分に係る

期末手当及び勤勉手当）は、支給しない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に法第２８条第４項の

規定により失職した職員 

（２） 基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に法第２８条第４項の

規定により失職した職員（法第１６条第１

号に該当して失職した職員を除く。） 

（３）・（４） 略 （３）・（４） 略 
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＿部分は改正部分 

町田市職員退職手当支給条例新旧対照表（第２条による改正） 

改正後 改正前 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当

の支給制限） 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当

の支給制限） 

第１５条 退職をした者が次の各号のいずれか

に該当するときは、市長は、当該退職をした

者（当該退職をした者が死亡したときは、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、事情（当

該退職をした者が占めていた職の職務及び責

任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退

職をした者が行った非違の内容及び程度、当

該非違に至った経緯、当該非違後における当

該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂

行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務

に対する信頼に及ぼす影響をいう。）を勘案

して、当該一般の退職手当等の全部又は一部

を支給しないこととする処分を行うことがで

きる。 

第１５条 退職をした者が次の各号のいずれか

に該当するときは、市長は、当該退職をした

者（当該退職をした者が死亡したときは、当

該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、事情（当

該退職をした者が占めていた職の職務及び責

任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退

職をした者が行った非違の内容及び程度、当

該非違に至った経緯、当該非違後における当

該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂

行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務

に対する信頼に及ぼす影響をいう。）を勘案

して、当該一般の退職手当等の全部又は一部

を支給しないこととする処分を行うことがで

きる。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 地方公務員法第２８条第４項の規定

による失職又はこれに準ずる退職をした者 

（２） 地方公務員法第２８条第４項の規定

による失職（同法第１６条第１号に該当す

る場合を除く。）又はこれに準ずる退職を

した者 

２・３ 略 ２・３ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市職員の分限に関する条例新旧対照表（第３条による改正） 

改正後 改正前 

（失職の例外） （失職の例外） 

第５条の２ 任命権者は、法第１６条第１号に

該当するに至った職員のうち、その刑にかか

る罪が過失によるものであり、かつ、その刑

の執行を猶予された者については、情状によ

り、当該職員がその職を失わないものとする

ことができる。 

第５条の２ 任命権者は、法第１６条第２号に

該当するに至った職員のうち、その刑にかか

る罪が過失によるものであり、かつ、その刑

の執行を猶予された者については、情状によ

り、当該職員がその職を失わないものとする

ことができる。 

２ 略 ２ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表（第４条による改正） 

改正後 改正前 

（扶養手当） （扶養手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他

に生計のみちがなく、主としてその企業職員

の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他

に生計のみちがなく、主としてその企業職員

の扶養を受けているものをいう。 

（１） 配偶者（届出をしないが、事実上の

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

（１） 配偶者（届出をしないが、事実上の

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第

２０条第２項において同じ。） 

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略 

（期末手当） （期末手当） 

第１５条 期末手当は、３月１日、６月１日及

び１２月１日（以下この条においてこれらを

「基準日」という。）にそれぞれ在職する企

業職員に対し、支給する。これらの基準日前

１月以内に退職し、又は死亡した企業職員で

管理者が定めるものについても、同様とする。 

第１５条 期末手当は、３月１日、６月１日及

び１２月１日（以下この条においてこれらを

「基準日」という。）にそれぞれ在職する企

業職員に対し、支給する。これらの基準日前

１月以内に退職し、若しくは地方公務員法第

１６条第１号に該当して同法第２８条第４項

の規定により失職し、又は死亡した企業職員

で管理者が定めるものについても、同様とす

る。 
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＿部分は改正部分 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対

照表（第５条による改正） 

改正後 改正前 

（町田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正） 

第１条 町田市非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和５７年６月町田市条例第

１３号）の一部を次のように改正する。 

 略 

  本則に次の２条を加える。 

（期末手当） 

第５条 期末手当は、３月１日、６月１日及

び１２月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する法第２２条の２第１項第１号に掲げ

る職員（以下「会計年度任用職員」という。）

（規則で定める職員を除く。）に対し、そ

れぞれ基準日から起算して２０日を超えな

い範囲内において市長が定める日に支給す

る。これらの基準日前１月以内に退職し、

任期が満了し、又は死亡した会計年度任用

職員（規則で定める会計年度任用職員を除

く。）についても、また同様とする。 

 

 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、退

職し、任期が満了し、又は死亡した日現在）

において、会計年度任用職員が受けるべき

報酬の額（給与条例第１１条に規定する時

間外勤務手当及び給与条例第１８条の４に

規定する通勤手当に相当する額を除く。）

に、給与条例別表第６第１７条第１項に規

定する職員のうち次に掲げる職員以外の職

員の項に定める割合を乗じて得た額に規則

で定める在職期間に応じた割合を乗じて得

た額とする。 

３ 略 

（委任） 

第６条 略 

略 

（町田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正） 

第１条 町田市非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和５７年６月町田市条例第

１３号）の一部を次のように改正する。 

 略 

  本則に次の２条を加える。 

（期末手当） 

第５条 期末手当は、３月１日、６月１日及

び１２月１日（以下この条においてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する法第２２条の２第１項第１号に掲げ

る職員（以下「会計年度任用職員」という。）

（規則で定める職員を除く。）に対し、そ

れぞれ基準日から起算して２０日を超えな

い範囲内において市長が定める日に支給す

る。これらの基準日前１月以内に退職し、

任期が満了し、法第１６条第１号に該当し

て法第２８条第４項の規定により失職し、

又は死亡した会計年度任用職員（規則で定

める会計年度任用職員を除く。）について

も、また同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、退

職し、任期が満了し、失職し、又は死亡し

た日現在）において、会計年度任用職員が

受けるべき報酬の額（給与条例第１１条に

規定する時間外勤務手当及び給与条例第１

８条の４に規定する通勤手当に相当する額

を除く。）に、給与条例別表第６第１７条

第１項に規定する職員のうち次に掲げる職

員以外の職員の項に定める割合を乗じて得

た額に規則で定める在職期間に応じた割合

を乗じて得た額とする。 

３ 略 

（委任） 

第６条 略  

 略 
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